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医
療
機
関
に
予
約
の
う
え
、
接

種
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

▽
満
65
歳
以
上
の
人
▽

心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
重
い

疾
病
の
あ
る
人
（
医
師
の
証
明
が

必
要
）

接
種
費
用

１
０
０
０
円
（
市
民

税
非
課
税
世
帯
・
生
活
保
護
世
帯

に
属
す
る
人
は
無
料
）

問
い
合
わ
せ
先

健
康
対
策
課

（
q
20
―

３
１
９
１
）

経
済
産
業
省
は
、
十
二
月
三
十

一
日
現
在
で
製
造
業
を
営
む
事
業

所
を
対
象
に
、
工
業
統
計
調
査
と

石
油
等
消
費
構
造
統
計
調
査
を
実

施
し
ま
す
。
十
二
月
中
旬
か
ら
調

査
員
が
う
か
が
い
ま
す
の
で
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

企
画
課
（
q
20

―

３
１
５
６
）

と
き

12
月
16
日
（
日
）
午
後
１

時
〜
２
時
40
分

と
こ
ろ

鳥
取
環
境
大
学

テ
ー
マ
　
「
貧
困
に
悩
む
国
に
生

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
一
月
一

日
を
基
準
日
と
し
て
課
税
さ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
に
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た

場
合
は
、
そ
の
翌
年
度
か
ら
課
税

さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
一
月
一
日
に
住
宅
用
の

敷
地
と
な
っ
て
い
る
土
地
は
、
特

例
に
よ
り
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

平
成
十
三
年
中
に
住
宅
以
外
の
家

屋
を
改
装
し
、
住
宅
と
し
て
用
途

変
更
さ
れ
た
場
合
は
、
現
状
を
確

認
後
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
こ
の

特
例
を
適
用
し
ま
す
。

家
屋
の
取
り
壊
し
と
用
途
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は
、
早
め
に
固
定

資
産
税
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
取
り
壊
し
に
つ
い
て
は
、

法
務
局
に
滅
失
登
記
を
し
た
場
合
、

届
け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先
　
固
定
資
産
税
課

（
q
20
―

３
１
３
３
）

ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
現
状
」

講
師

松
原
繁
生
氏
（
セ
ー
ブ
･

ザ
･
チ
ル
ド
レ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
事

務
局
長
）

入
場
料

無
料

※
講
演
会
終
了
後
、「
ネ
パ
ー
ル

に
学
校
を
建
て
る
会
」
の
活
動
報

告
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

生
涯
学
習
課

（
q
20
―

３
３
６
２
）

と
き

12
月
12
日
（
水
）
午
後

２
時
〜
３
時
30
分

と
こ
ろ

さ
ざ
ん
か
会
館
５
階

テ
ー
マ
　
「
高
血
圧
と
高
脂
血
症

に
つ
い
て
」

講
師

寺
岡
均
氏
（
寺
岡
医
院
）

問
い
合
わ
せ
先

健
康
対
策
課

（
q
20
―

３
１
９
５
）

新
鮮
な
野
菜
や
家
庭
に
眠
っ
て

い
る
生
活
用
品
な
ど
を
安
く
販
売

し
ま
す
。
ご
み
減
量
化
の
た
め
、

買
い
物
か
ご
を
ご
用
意
く
だ
さ

い
。
な
お
、
備
蓄
米
の
試
食
も
あ

り
ま
す
。（
先
着
百
人
）

と
き

12
月
23
日
（
祝
）
午
前
10

時
〜
正
午

と
こ
ろ

市
役
所
玄
関
前

■
出
店
者
を
募
集
し
ま
す

出
店
料

５
０
０
円

申
し
込
み
先

鳥
取
市
消
費
者
団

体
連
絡
協
議
会
（
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
内
・
q
20
―

３
１
５
８
）

会
場
　
Ｊ
Ａ
鳥
取
い
な
ば
各
支
店

時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
　
　

▽
12
月
11
日
（
火
）
美
穂
支
店

▽
12
月
12
日
（
水
）
大
郷
支
店

▽
12
月
13
日
（
木
）
神
戸
支
店

▽
12
月
18
日
（
火
）
吉
岡
支
店

▽
12
月
19
日
（
水
）
末
恒
支
店

▽
12
月
20
日
（
木
）
津
ノ
井
支
店

問
い
合
わ
せ
先
　
農
業
委
員
会

（
q
20
―

３
３
９
３
）

家
屋
の
取
り
壊
し
・

用
途
変
更
な
ど
の
届
け
出

工

業

統

計

調

査

市
民
大
学
特
別
講
演
会

農
　
家
　
相
　
談

け
ん
こ
う
講
演
会

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
が
定
期
接
種
に

夕暮れ時の事故防止のため、日没の30分前（12月
は午後4時30分頃）にはライトを点灯しましょう。

1 2月1 4日～2 3日　

■雪崩防災週間　12月1日～7日　日ごろから付近の山などの状況や天気予報に注意しましょう。


